
令和６年７月３１日   

泉佐野市 報道提供資料 
 

タイトル 原油価格高騰対策事業者支援金について 

内 容 

 

泉佐野市では、今なお続く原油価格高騰の影響を受ける市内の事業者に対し

て、市独自の原油価格高騰対策事業者支援金を給付し、経営の再建及び事業の継

続に向けた取組みを支援します。 

 

１ 受付期間 

   令和６年８月１日（木）～９月３０日（月） 

 

２ 要件等 

   次の①～③までの要件のすべてを満たす中小法人等（※）又は個人事業主   

①急激な原油価格高騰の影響を受けていること 

   ②泉佐野市内に事務所、事業所を有していること 

   ③申請時点において引き続き３か月以上現在の事業を営んでおり、かつ、

今後１年以上事業の継続に向けて取り組む意思があること 
(※)資本金・出資金 10 億円未満または常時使用する従業員数 2,000 人以下 

 

３ 給付対象車両 

  令和６年８月１日現在で有効な自動車検査証の交付を受けており、かつ、自 

動車検査証の「使用の本拠の位置」が泉佐野市内で登録されている自動車で、 

現に給付対象者が自らの事業のために使用している車両 

 

４ 支援金の額 

給付対象車両の台数に下表の区分に応じた金額を乗じて得た額の合計額 

給付対象車両の種類 １台あたりの給付額 

軽自動車 １０，０００円 

道路交通法で定める普通自動車 ２０，０００円 

道路交通法で定める中型自動車、準中型自動車 ３０，０００円 

道路交通法で定める大型自動車、大型特殊自動車 ５０，０００円 

 

５ 申請に関する問合せ先 

泉佐野市原油価格高騰対策事業者支援金コールセンター 

電話：072-463-3977 ［受付時間］平日 午前９時～午後５時 

※コールセンターの開設は、７月２３日（火）からです。 

 

※詳しくは泉佐野市のホームページをご覧ください。 

問合先 
生活産業部 まちの活性課 

担当者名 貝塚、岩橋 （TEL:072－469－3131） 


